
No. 資料名 頁 項目名 質問内容 回答

1
基本協定書

（案）
1 (1)

定義 維持管理SPCが締結する事業契約は、「基本協定」
及び「指定管理者基本協定」のみではないでしょう
か。

　次の通り、後日、基本協定書（案）を修正し
て公表します。
(1) 「 維持管理運営 SPC 」とは、本基本協定
に基づき出資企業により設立される、市と本事
業に関する事業契約のうち、(5)③.に示す指定
管理者基本協定を締結する特別目的会社をい
う。
(5)①. （基本契約 正式名称：桶川市道の駅整
備事業基本契約書、 契約当事者：市、構成）
企業、 維持管理運営 SPC

2
基本協定書

（案）
5 3

事業契約の締
結

指定管理者基本協定の仮契約締結予定日とは、令和
4年10月ではなく令和5度中なのでしょうか。また、
指定管理者の指定に係る議決まで1年半と長期にわ
たり、かつその期間に事業者には各種費用が発生し
ます。市議会の議決が得られない場合でその責が民
間事業者に無い場合、事業者に発生した費用は貴市
の負担として頂けますでしょうか。

　指定管理者基本協定の仮協定締結日は令和6年
4月を想定しています。
　なお、市議会の議決が得られない場合、市又
は事業者に発生した費用はそれぞれの負担とな
ります。

3
基本協定書

（案）
別紙4

業務委託・請
負企業一覧
・契約締結期
限

設計等業務、建設業務、工事管理業務、維持管理業
務の契約締結期限が令和5年10月頃（仮契約）と記
載されているが、これらの業務は設計建設請負契約
で貴市と契約するため、本別紙への記載は不要では
ないでしょうか。（第9条でも当該業務についての
記載はありません。）

　設計建設工事請負契約（設計等業務、建設業
務、工事監理業務、開業準備業務）の契約締結
期限は、令和4年10月の誤りです。後日、基本協
定書（案）を修正いたします。
　
　基本協定書（案）は全ての契約、協定に共通
する事項を示しているものであり、本別紙にて
契約・協定対象とする事業者の明確化を行って
います。
　別紙4はこの事業の基本的な実施完了時期を共
通事項として定めるものです。ご質問のように
設計建設工事請負契約書と記載としては重複し
ますが、市は添付させて頂きたいと考えており
ます。
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